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それでは定刻となりましたので、只今から第６回川西市立学校校区審議会を開催いたし

ます。開会にあたりまして、本日、久原委員、西村委員、乾委員におきましては欠席のご

連絡をいただいておりますので報告させていただきます。末澤委員につきましては、遅れ

られると聞いております。 

はじめに会長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 年度末の大変ご多忙を極めておられる中、お集まりいただきましてありがとうございま

す。昨年より、校区について議論をしてきております。本日も引き続き熱心なご議論をよ

ろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。それでは本日の議事進行につきまして、これより会長にお願

いいたします。よろしくお願いします。 

 それでは事務局より、前回の資料につきまして報告があるということですのでよろしく

お願いします。 

 前回、資料１によりまして、文部科学省より公表のありました公立小・中学校の適正規

模・適正配置に関する手引きでございますが、１月２７日付の文科省の通知を兵庫県より

２月９日に通知を受けております。特に変更はございませんでしたことをこの場で報告さ

せていただきます。以上です。 

ありがとうございました。ガイドラインとして地域の実情に柔軟にということでありま

した。先ほど申し上げましたように第３回の審議会以降、多田グリーンハイツ地域、それ

から清和台地区の２地域の校区について議論してきております。色々なご意見が出まして、

統廃合が望ましいというご意見もございますが、一方で通学の安全や利便性保持という観

点から少し疑問を持っておられる委員もいらっしゃると。現行の校区のままで良いのでは

ないかというご意見もございました。本日はまず、統合することが望ましいのかどうかと

いう入口の部分について整理をしていこうということでございます。まちづくり全体を考

えて統廃合の是非を検討するというご意見もいただいたわけでございますが、校区審議会

としては、まず教育的な観点から統廃合の是非について検討ということでございます。 

逆に校区審議会として、仮に統廃合をするとしたらその後をどうするかということにつ

いてこちらから積極的な提言をするというようなことで、前回まで３度にわたって議論し

てきたわけでございますが、事務局の方からこの案件につきまして原案を示していただい

て、更に議論を進めていこうと考えております。事務局よろしくお願いします。 

事務局におきましては、両地区とも統合が望ましいと考えております。これまでから校

区審議会におきまして、３つの原則により校区のあり方を検討してまいりました。 

それは、１教育の平等性の確保。２通学上の安全と利便性の保持。３校区と地域の関係

性への配慮でございます。今回諮問の２地区につきましては、その３原則からも望ましい

と考えております。１点目の観点からでございますが、３原則で最も重要な原則でござい

ます。 

平成３２年度には緑台小学校で８クラス、陽明小学校で９クラス、清和台及び清和台南

小学校で１０クラスといずれも標準の１２から１８学級を下回る見込みであること。それ

から小規模校におきましては、集団教育としての効果の希薄化でございますとか、教職員
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の配置基準の制約といった課題の他、特に新入生が１学級になった場合ですが、卒業まで

の６年間、クラス替えがないことから学級編成における人間関係の配慮ができないなど、

子どもによりましては厳しい環境になることも予想されているところでございます。学校

間の規模の差によりまして教育環境が不平等にならないよう、標準的な学校教育を保障す

る必要があると考えております。 

次に２点目ですけれども、通学上の安全性と利便性につきましては、通学距離が延びる

ものの、現在の通学路を利用するということになるため、一定の安全性の確保は図られて

いると考えております。また、統合後も基準範囲内の４㎞以内の距離であるということで

ございます。 

３点目の校区と地域の関係性についてですが、統合する学校につきまして、１コミュニ

ティに２校ということから、統合後も学校と地域の関係性は継続するということから、学

校校区審議会の３つの原則を総合的に勘案しまして、学校の統合が望ましいと考えている

ところです。以上です。 

 ありがとうございます。 

今、事務局から示していただいた原案について意見をいただこうかと思います。 

 今、３原則と言われましたけど、２点目の安全性の確保というのは、２校あるから安全

性が確保できていないかというとそうではなく、これが１校になっても同じことなんでと

いうその原則性という点から言えばおかしいんじゃないかなと。平等性という点で、平成

３２年、緑台が８クラス、陽明が９クラス、という少子化による減数はやむを得ないのか

なということもあるのは事実です。ただ、２点目、３点目というのは何でだという疑問が

ありますし、そういう面で３原則と言われたら、２つの原則はちょっと理解しがたいとい

うように思います。 

各委員にうかがいたいと思います。 

今の事務局の説明では十分理解するんですけども、今後の事業のスケジュールを見たと 

き、ただ仕方なしに緑台あるいは清和台・清和台南の統廃合をしていく方向を出していか

なければならないだろうと私も感じております。ただ、１点、事務局から全然話がなかっ

たんですけど、５％枠のことはどうするのか。前回、新しい学校をつくり、統廃合するの

か、あるいは今の既存の学校のどちらかを使って統廃合するのかとの質問に、どちらかの

学校に統廃合するということを言われたと思うのですが、その通学の距離がですね、４ｋ

ｍ以内で増えているんですけども、どうしても遠い所にだったら５％枠というのがあって、

それを利用するんじゃないかというのが考えられるんですけども、統廃合した場合にその

５％枠をどういうふうに考えておられるのかが出てこないんですよ。極端に言ったら陽明

小学校より緑台小学校の緑台の方は多田小学校の方が近いわけやから、そのあたりをどう

いうふうに考えておられるのかなというのが今の説明ではなかったので、今後、考えてい

かれるのか、どう感じておられるのかお聞きしておきたい。 

 ２委員の疑問に対して事務局の方から 

 まず、初めに３原則の関係でございますが、ちょっと説明が足りなかった部分があった

と思います。例えば、２つ目の原則、通学上の安全性とか距離でございますが、例えばこ

こで統合した場合に通学できるような距離ではないような広範囲になってしまうですと

か、３点目のコミュニティとの関係で言いますと、統廃合することによってコミュニティ
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が分断されてしまうようなケースでありますと、１つ目の学校教育の十分な展開ですとか、

平等な教育を提供するという原則があるにしても、２番目、３番目の原則によって統廃合

にならないケースはあると考えますが、今回の２つの地域につきましては、通学距離とか

コミュニティの関係につきましても、統合によって状況が悪くなるということではありま

せんので、そういう意味では３原則に則って統合が望ましいというような判断をしたとこ

ろでございます。２点目の校区外就学希望制度につきましては、現時点では従来どおりの

運用を考えておりまして、例えば、統廃合後に隣接する多田小学校に行きたい児童の方に

つきましては就いていただけるように考えております。 

 ５％枠で、多田小が出てきましたけど、地域で言いますと多田中学校の上の地区あたり

は多田小学校に近いわけです。そこへ行くことによって、行事ともに学校へ行ってしまう

から、緑台・陽明コミュニティから行事に参加しないということで、分断されるという懸

念もあるわけですね。それと通学路の安全性というのは距離が長くなればなるほど安全度

が低くなると思っているんですが、そういう点で２つが１つになって安全性が確保される

というのはちょっと疑問に思うんです。配慮かなにかして欲しいと思います。 

 以前提言させていただきましたが、５％枠を採用している中で、我々コミュニティある

いは自治会は毎年活動がしにくくなってきているんですね。これは会長会議なんかにもよ

く話が出ますが、校区と違う学校に行ったら、そこの行事に参加するわけです。それで自

治会を抜けていく。それでコミュニティの数が減るという風に５％枠が大きな問題になっ

ているんです。緑台あるいは清和台の統廃合をするのであれば、その辺のところを考えな

いと。多田小学校に近い人たちが多田小学校に行きだしたときに、どうしても緑台のコミ

ュニティの中、あるいは自治会の中で抜ける会員がだんだん増えてくるわけですね。一緒

に考えてもらわないと。統廃合は、統廃合やったらいいと思うねんけどそういうような問

題をどういうふうに解決していくのかという。地域のいろんな行事に携わってくる時に大

きな問題になってくるので、しっかりと考えていただければ。5％枠がひっかかってくるの

は地域の活動ができなくなってくる。自治会活動ができなくなってくる。コミュニティ活

動に支障を来してくると。コミュニティは小学校区ですので。 

 明らかな問題で解決策をお願いしようと思います。現実に地区のものがそちらの行事に

行くことによって従来参加していたのが薄れるっていうのは事実なんです。現実に緑台中

学校の校区変更がありました。いつも我々の体育祭では多田中学のＰＴＡのお母さん方が

手伝いにきてくれてました。校区が変更になったため、そこから来ている生徒さんは少な

いので、もうお手伝いに行きませんよと。こんな現実があるわけです。他の地区でも良く

耳にすることなんです。少し不安を持っています。正直言いまして、多田中のすぐ上の住

宅地の方が陽明に行くより多田小行った方がずっと近いし楽なんですよ。距離も短いし。

そういう面でちょっと危惧をしている。原則的にすべて反対と言っているわけじゃない。 

事務局の説明の中での３原則の中の教育的な平等性はやっぱり教育上の効果を上げるた

めにはどういう形が一番いいのかが一番大きなポイントとして考えておく必要があるのか

なと感じています。その中で統廃合やむなしという部分もあるのですが、であれば、１つ

特徴を活かすものを、それぞれ２校区ありますので、どのような形で子どもたちにこの地

域の特色なり特徴なりを活かすのか、前向きな考え方をというのが今の考えです。 

先ほど事務局の方から３つの点に言及しましたけど、デメリットがあるからそれをここ
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で分けるとクリアにできますよという話だったと思うんですけど、逆にそのデメリットの

裏側を考えると、メリットというところを出していく必要があるのではと感じています。

例えば、教育の平等性というところでは、統合したらこういう効果がありますと。２つ目

の安全性と利便性では、デメリットがある。３つ目のコミュニティについてもデメリット

はあるけれども教育の平等性というところにおいて、すごく大きなウェイトを占めるんで

すよというところがないと理解を得ることは難しいと思います。例えば統合することによ

ってプラスなところが出てきます。特徴的に体験的な活動を多く取り入れるような特色あ

る学校です。地域とのつながりのある学校にしていこう、高齢者と子どもたちが一緒にな

って触れ合えるような、そんな所をつくっていこうと思いますとか、こういう特徴的なプ

ラスでの統廃合による面をだしていくことが地域住民にとっても説得力があるんじゃない

かなと。そこによって子ども自身も教育的にアップしていくんじゃないかなと。こういう

ことを考えております。メリットというところを多田グリーンハイツ、清和台それぞれ、

こういう素晴らしい学校ができますよというところをこの場で出していただけたらなと考

えております。 

今の点について事務局からございますか。 

統廃合によるメリットでございますが、前回、前々回に資料としてお示しさせていただ

いた、学校規模によるメリット・デメリットというところからもう少し具体的に説明させ

ていただきますと、例えば、集団の中の考え方に触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨

することを通じて一人ひとりの資質や能力を更に伸ばしやすいところですとか、例えば運

動会などの学校行事、音楽活動等の集団競技活動が生じやすいとか、また、児童数・教員

数がある程度多いために多様な指導形態・指導形態がとりやすい等が大事な所としてあが

ってくると考えています。 

 学校教育としてのメリットは今おっしゃったような面があるかと思いますが、当該コミ

ュニティへのメリットというか、プラスの影響はということですね。その点に関して、仮

に統廃合されたとしたら、あとどういう利用をするのかという議論にまた戻ってくるわけ

ですが、そのあたりに関して委員がおっしゃったような議論というのは事務局としてはい

かがですか。 

 統廃合後の跡地の利用等につきましては市全体の中で検討していくことでございますの

で、ここで何かお示しすることが出来るかというとない状態です。 

 前回会議の後で、はっきり決まったものはないということで、他の部署がその責任を持

っておられるとお話しいただき、分かっていますが、校区審議会としてこの点についてこ

ういう風にしたらどうだろうという提案を何かのかたちで盛り込んでまとめるという事が

できるんでしょうか。 

 跡地利用については地域のまちづくりとなるような有効に活用するようなことは盛り込

んでいただく。更にもう少し踏み込んで盛り込んでいただくことは可能だと考えておりま

す。 

 教育上のメリットは必要ですが、コミュニティ活動へのメリット、統合によるメリット、

跡地をどう利用するかにかかっているわけですが、その観点から、各委員より今日建設的

なご提案をいただきました。それを盛り込むということでいかがでしょうか。そういう方

向でよろしいでしょうか。 
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 地域といいますとコミュニティを含みますし、多田グリーンハイツ地域は非常に自治会

組織が強力で、コミュ二ティはまだ１５年の歴史しかございませんが、自治会は５０周年

を迎え、地域の９０％以上を管轄しています。学校、幼稚園もそうですが、校区の２校が

１校になるということは、１校どちらかの校舎が空く。その校舎を活かしつつ高齢者を含

めたまちづくりと活性化の為のまちづくりができるのではないかと。何も方向性が出てい

ない中、新年度から地域分権推進課の支援で講師の派遣などあるのですが、その支援をい

ただきながら学校園問題について取り組んでいこうという計画をしています。こういうセ

クションの方も入ってこられるのがベターじゃないかと言っておりますが、それが出来な

いのであれば我々の意志というものを入れていかなければならないと思います。 

先ほど会長が言われたように答申を出すときに我々の意見としてどの辺まで踏み込んだ

答申を出せるのかなと。委員が言ったように跡地をどういうふうに利用するのかというの

を市の方も施策で考えているところがあるだろうし、我々はどこまで踏み込んで答申とし

て出せるのかというのがわからない。ただ単に出して終わりなのか。出したらやっぱりや

ってもらわなということもあるんですよ。事務局サイドが全然できてないから、部署が違

うから当然出せないと思うので、そのへんの所はやっぱり答弁できる人が来てもらえたら

答申を出すときもちょっと違うのかなと。校区審の声を生で聞いといてもらったらいいの

かなと。清和台地域がどういう風に思っておられるのか我々全然分からない。清和台の会

長とコミュの会長がどういう風に考えておられるのか。後の土地利用をどのように考えて

おられるのか聞いてみないと分かりませんので。違う校区の者があれやこれや言えない。

ですけども、それの答申にどの辺まで出せるのかなと。希望は何ぼでもありますよ。 

 希望は希望として出していただくということは必要なんですが、今委員がおっしゃった

ように、書くだけで終わって文言だけでなんかガス抜きで終わってしまうのもあれなんで、

その関係部署の方に最後、答申まとまる時にですね、それについてなにか一言いただかな

いとただ単に踏み込んで書いてまとめたけども、統廃合だけが為されちゃうと答申が活か

されないので議論もむなしいですし。そのあたり事務局としていかがか。お願いします。 

 統廃合した場合の跡地利用について、ご提案いただいておりますが事務局としては答申

の中に盛り込むとしても、その中の活用の仕方についてまちづくりの視点を入れるである

とか、そういう文言になって、提言的なものになるのが限度かなというよう考えています。

具体的にその校舎を何に使うのであるとかは審議会の内容にはそぐわないかなと考えてい

ます。統廃合した場合、残った校舎については耐震工事も済んでますし、地域の拠点にも

なるべきところでありますので、その活性化については速やかに考えていく必要があると

思っています。答申の中でするとしたらそこが落としどころかなと考えています。以上で

す。 

どこまで踏み込んで良いのかっていうのが分らないのです。具体的に、ある程度踏み込

んで良いんだけどここから先はダメというラインが見えにくいというところなんですね。 

非常に曖昧とした精神的な文言であれば、もちろんまとめにも上がってますし、それも

活かされるということになるかもしれませんが、どこまで具体的にしたら良いのかもう少

しわかったほうが議論も進めやすいと思うのですが、 

過去に、加茂と加茂西が統廃合したときに、加茂小学校の跡地利用について、色んな要

望があり、市に対しても要望が出されたが結局何もしないで現在、放置された状態になっ
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ている。色んな利用方法が出て来ても、倉庫になっており現在に至っているという状況。 

計画になるのかわからないが、話を詰めておかないと当該会長さんには不安だと思う。 

 跡地利用について、ある程度のプランを提示していただかないと、地域の学校という意

識が非常に強い我が地域については皆さん納得できない点があるのかと思います。 

 関係部署の方が何らかのかたちでこういうふうに使うんだと、こういうメリットがある

ということをお示しいただくか、我々の方から提言したもの、少し踏み込んだものが、関

係部署どういうふうに取り扱っていただけるのか、そのあたりの見通しを少しお示しいた

だきたいということだと思います。難しいとは思いますが、お願いします。 

 双方気持ちは分かるんですけども、今担当が来て、本当に地域のニーズ・地域の要望と

いうものもきちっと吸い上げた中で絵を描いていく必要があるかなと。それを待って統廃

合を決めるのであれば、ちょっとスケジュール的には違うんじゃないのかなという気がし

ています。基本的にはここで学校のあり様を探るべく統廃合する。その中の跡地利用につ

いては要望を十分に吸い取ったうえで協議をしていく必要があるというような内容である

ならば具体的に何に使うとかということにはきちっと時間をかけて担当部署が地域と協議

していく必要があるのではないかなと思います。統廃合された跡地が放置されたままの状

態であるというのは本当に好ましくないと思いますので、そういうことについてはやはり

答申の中に入れていただくのは吝かではないかなと考えております。 

 原案が事務局から示されまして、それに対していろいろご意見を伺っているところでご

ざいます。原案は両地区とも統合が望ましいということでありまして、この校区審議会で

３つの原則に基づいて検討しているわけですが、教育の平等性の確保、通学路と利便性の

保持、校区と地域の関係性への配慮。この３点において、この３原則の観点からも統合が

望ましいのではないかということで原案が示されまして、今委員さんにご意見うかがって

いるところです。 

 前回（資料）のものを見ましたが統廃合の緊急性について疑問がありまして。というの

もメリット、デメリットの関係が何にも提示されていない。なかなか分からないわけです。 

また、ここまで行くのに本当に危険性は非常に現実に高いというのは、本当にそうなの

か。安全なのかというところ。早くせんなあかんのやったらメリット・デメリットをしっ

かり分析して、事務局案も良いけども委員に納得する説明をしていかないと。資料が無い

のに判断のしようがない。もっとわかりやすく。厳密には特にメリット。統合しなければ

ならないメリットはこうなんですと。資料は、現場とあっているんですか。もうちょっと

分かり易く各委員に説得力を持って説明しないと何にもならないですよこの話。そうすれ

ばもちろん頭から反対じゃなくて、分かり易くしていただかないと皆さん他の委員以外に

話できませんよ。それで何を急ぐんですかってことですね。急ぐなら必要性をお願いした

い。統廃合後の利用関係が大事なんです。小さければ小さいで小学校にもやり様があると

思う。大きくて、もちろん運動会とかそういう、それこそ小学校を集めてやるなり工夫す

ればいい。統合ありきという感じがします。私だけかもしれないですけどね。 

 ありがとうございました。 

 統廃合はやむを得ないかなと思っています。教育環境の向上と移転については実際にや

ってみないとどう出るか分からないと思います。 

ご意見をうかがっていて教育上のメリット・デメリット。特にそのメリットの部分につ
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いて安全性が如何に具体的に図られるのか、それが前回からのご指摘なのですが、そのあ

たりもう少し積極的な、具体的な資料で考え方を示すことはできないのかということと、

もう一つは、コミュニティへのメリットが、見えやすい形で出ないものかと。以前、経済

的なメリットということについても、資料を整えてまたお示しいただくということだった

かと思いますが、その３つの点からメリットをもう少しわかりやすく積極的にに示すと各

委員それぞれの立場からおっしゃったのかと思います。 

 やはり３原則の１番目の教育的配慮というところを重点的に考えておりますので、その

観点からどういうものが望ましいかをご審議いただければと思っています。 

 統廃合するわけですからやはり負担があると感じております。２地域の小学校について

はコミュニティとか自治会の方々の支援をすごく受けている。そういうところに特色をも

っている学校でもあります。このような取組みが統合することによって、よりたくさんの

児童に広がっていくというのが十分メリットかなというふうに思っています。 

地域の方々に学習支援していただいたりとか、地域内の自然についてボランティアと一

緒に協力してやるとか、そういう活動が非常に活発でありますので、そういう良さという

ものを共有するような小学校になって欲しいなと考えております。それから、統廃合あり

きではございません。先ほどもまさにこれからの生徒・児童数を見ていく中で、やはり今

回の統廃合だけではなくて、複数の学校でそういうような要素が出てくると思っています。 

先ほどもお話ししましたように、コミュニティをまたがった場合は、単に統合するのが

良いのか悪いのか、より慎重に進めていくべきだと思っていますが、自治会、コミュニテ

ィが１つで、これからも連携してその学校を盛り上げてくれるであろう、支援していただ

けるであろう、そういう見込みであるということが１つです。それから緊急性についてみ

ますと、１学級のまま６年間上がるというのはメリット・デメリットそれぞれあると思い

ます。デメリットになった場合の大きさがちょっと大きいのではないかなと。少人数で非

常にうまくいくという場合もありますが、もし仮に困難な場面になった時に複数年間続く

というのは厳しいんじゃないかなと。それを考えました時に、統合して複数学級になるの

であれば統廃合していくべきではないかと思いました。前々回の資料ですが、平成３０年

には多田グリーンハイツ地区、やっぱりそれぞれ単学級になると。極めて少ない人数の単

学級になるということが考えられます。清和台の地域につきましても平成３１年に非常に

少ないような状況になると。ということは、やっぱりそこを目途に答申をいただいて、そ

の中で地域の活性化についても時間を取ってじっくりと練っていく必要があるかなと考え

ております。 

 資料があるようですので事務局よりお願いします。 

 資料１をご覧ください。これは前回のお示しした資料の７を各学校に運動場敷地面積と

最長の通学距離を加えて参考資料とさせていただいております。改めて作成させていただ

いたものでございます。２ページ、裏面の３ページにつきましては前回と全く同じものに

なっております。今回、表に運動場用地の面積を示させていただいておりますので、また

図面を見比べていただきながら参考にしていただきたいと考えております。 

 距離は分かる。坂があるので、実際歩いてもらって何分くらいかかるか分からない。例

えば小学生が歩いたら平均これぐらい。３年生だったらこれぐらいとかないと安全性とか

分かりません。なるほど、このくらいやったら多分３０分はかかるか、もっとかかるかと
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思うんですね。実際どうですか。経験上、分かれば教えて欲しい。 

 ご指摘のありました時間ですが、年齢によって体力差もありますので、時間も異なって

来ると思っております。それぞれの学年の時間がどれくらいかというような資料はござい

ません。ただ、今回国の方でも示されているとおり、通学の時間について、１時間以内と

いうようなところでありますので、ご指摘部分につきましても、概ね１時間以内での通学

時間であると考えているところでございます。そこで地形によっては坂があるようなとこ

ろもございます。例えば緑台地区でございましたら、緑台小学校は多田グリーンハイツの

かなり上の所にございます。坂も急なところがございます。陽明小学校はすこし下の所に

ございます。何れにしても坂道ですが、高さにつきましては違う所があるかなと。ご指摘

いただきましたところで、資料が不十分だという、地形などがありますがご検討いただけ

ればと。 

 平坦じゃなく、例えば緑台１丁目の標高が８７．３ｍのところから陽明小学校に向かっ

て１回１２４ｍのところまで登り、少しだらだらと、その差３、４０ｍある高低差を子ど

もの足、低学年でどう感じるかというような点をやっぱり斟酌しなくてはいけないんじゃ

ないかなと思っています。 

 少し補足させていただきます。他の小学校区を見た時に、この統廃合の時の距離以上に

遠いというところがございます。実際歩いてみるとどれくらい時間がかかるのかにつきま

しては、また次回以降資料としてお示しさせていただきます。 

 今まで議論してまいりましたが、他にご意見ございますか。 

 お聞きしたいのですが、気持ちはどうなのかというところで。 

ある地域なのですが、神社とかお寺がないので、小学校を神社とかお寺みたいなそうい

う心の必要な場所、ところ。地域にとって心の必要な所にしたいなと感じているという話

を聞きました。そこである小学校がなくなりました。なくなることが決定しました。たぶ

ん行っている小学生、保護者、地域にとってはいろんな思いがあると思うのですが、どう

言う気持ちなのかというところをお聞きしたいと思います。 

 今ご質問のあった点、非常に難しいと思う。私は、１万６千人分の１人の意見としては、

なくなったから地域が疲弊するとかいうことはないと思います。と言いますのは、多田グ

リーンハイツ地区というのは地域の住民と学校が非常に良い関係で、ご承知と思いますが、

緑台小学校と陽明小学校の３年生。これは学年上に上がってもそうですが、春の桜という

ところで自然環境をやっております。そういう中で緑台小学校３年生がＪＡバンクの県の

発表大会で教育委員長賞をもらったという、地域と地域の人が一緒にバスに乗って現地の

発表会場まで行くというような環境での中でやっております。いろんな面で非常に地域と

のつながりの強い学校ですから、一方の学校に愛着を持っている方は１つの学校、今後ど

うなるかは別としまして、１つの学校が無くなるということに対しましては卒業者の保護

者は、非常に寂しい思いをなさると思うんです。幸いと言ったら失礼ですが、私は子ども

が小学１年間だけで東京行っちゃいましたんで、早々学校にお世話になった記憶がないん

でこんなこと言えるんかもしれませんが、１万６千人分の１人の住民としては特に寂しく

なるというような感じはしなくって、むしろ１つになることによって教育環境が非常に良

い地域ですから。更に良くする、システムの問題などもありますが、良くなれば若い人が

移り住んできてまちに活気が出るんじゃないかということもありますし、地域の方がどう
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思うと言われた時に、私自身としてはそういう返事くらいしかできません。それから２、

３アナウンスしている対象者から言いますと、これだけ減ったら、少子化でやむを得ない

なという声も多々聞こえてくるのも事実です。また幼稚園の廃園問題と違った答えが返っ

てきているのも事実です。ということを言いたい。 

 川西は縦長な地形で、古い地域、昔からある地域と、川西は住宅都市として発展してき

ました。昭和４０年代にニュータウンが出来てからそこの地域と昔からある地域との感覚

が違うのです。小学校といたっら、我々はまちの、村の小学校という感覚です。 

そういうとこの小学校が極端に無くなるというのと今回はちょっと感じが違うというこ

とです。大変難しいところ。加茂小学校が無くなるとき、実はそうだったんですね。 

加茂小学校が無くなって新しく加茂西に統廃合されたわけですよね。色々問題があった 

かと思います。昔から村、地域とともにそこにあった小学校が無くなるというのは大変反

感も出るし寂しい。今回、多田グリーンハイツ、清和台は、小学校は２つあるけどコミュ

ニティは１つということで、コミュニティとしては先ほどのような気持ちになってくると

思うんですね。卒業生にしたら寂しいですけども、１コミュニティに２校あるので、その

感覚からすると違うのかなという感じがします。だから、川西は特に地域差があると思う

んです。 

 旧加茂小の記念館っていうのが旧加茂小の体育館の２階にできてるんですけども、やっ

ぱり母校愛といいますかね、先輩がですね、「おらが学校」という気持ちをずっと持ってき

ているということはやっぱり統廃合を進めるうえにおいて先ほど言われましたけども、気

持ち的な面、心理的な面は十分に考えていくということがやっぱり必要なんじゃないかな

と。やっぱりあの学校に行ったら思い出がずっと一生残るという、そういうイメージを持

っていると思います。それを大切にしていただきたいなということを申し上げたいと思い

ます。 

事務局より統廃合が望ましてという原案が示されましたが、具体的にはどのように考え

ておられるか事務局よりお願いいたします。 

具体的な考え方ということで、これから示させていただきたいと思います。そしてまた

次回のご審議の時に議論していただきたいと思っています。事務局としては、具体的には、

多田グリーンハイツ地区におきましては、陽明小学校に統合ということを考えております。

その理由は、中学校に非常に近く、将来の教育改正や学校敷地を利用した環境教育などの

可能性が見込まれることによります。清和台地区につきましては、清和台南小学校の方に

統合を考えております。その理由としましては、清和台小学校より清和台中学校に近く、

施設的にやや大きく、また運動の用地を利用した環境の教育などの可能性が見込まれるこ

とによります。陽明小学校には、敷地内に土山でありますとか遊具の施設などが設置され

ておるところでございます。こういった所が自然環境と触れ合うところに大きく寄与され

ているのではないかなというところからも陽明小学校というところを考えております。 

清和台南小学校ですが運動用地の南側に植栽帯でございますとか、少し大きな池であり

ましたりとか、先程の陽明小学校と同様に山でありますとか遊具設置などから、自然環境

と触れ合うところに寄与された環境から考えまして、清和台南小学校というふうに考えて

おります。以上でございます。 

 只今事務局から具体的な案が示されたわけでございますが、今特にご意見とかございま
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せんか。 

 統廃合する時期はいつ頃を考えているんですか。いつ頃までが目標なのか。何年度には

やりたいという考えはあるんですか。 

 新入生が１学級になりますのが３０年前後になりますので、そのころを目途に考えてお

ります。逆算していきますと、今年の夏ぐらいに答申をいただいて、動き始めて、すぐそ

こに間に合うようにイメージしておりますので、そういうスケジュールを考えております。 

 具体的に３０年ごろとおっしゃいましたけども、例えば３０年の３月末とか。入学・卒

業年度、そこに非常に保護者は関心があるところですけども、ゴールではなくて具体的に。

特に６年生に上がっている子は、最後ここで卒業できるのか、６年生だけは向こうでとか

色々あります。 

 今おっしゃったことは、私の近くで統廃合がありましてね、統合されてしまう方の学校

の子が新しい学校へ移動なのか、それともそこで卒業までいけるのかというのは非常に大

きな問題で、そこまでまだ具体的に事務局の方で考えてないということであれば、今の時

点では結構だと思うんですけど、何か決まっていれば。 

 例えば統廃合するとなった場合のアナウンスの時期ですとか、経過措置で少し年度変わ

るかもしれないんですが、児童数等だけで考えた時には３０年４月には新しい学校でとい

うのが望ましいかなと考えております。 

 つまり統合される学校の側の子は新しい学校へ移るということですね。 

 それともう１点。これを今日は一応この委員を共有しているわけですけど、部外に対す

る事務局としてのアナウンスは。例えば議会に構想をそういうのはなかったですか。 

 市議会への情報の提供でございますが、この審議会の資料につきましては随時市議会の

方に資料提供させていただいております。答申をいただきましたら、その答申内容につき

ましては情報提供させていただくことを予定しております。 

市議会へは教育委員会の１つの目安として、平成３０年という年度を提出しております。 

あくまでも教育委員会の案ということで、正式にはここできちっと協議したうえでの活

動というふうに考えております。 

 時間の関係もございますので、議事の１点目はこのあたりにいたしまして、また次回以

降継続審議とさせていただきたいと思います。 

本日は新しい議事が２点目として出ております。そこでは諮問をお願いいたします。 

 

～ 諮問 ～ 

 

それでは事務局より説明をお願いいたします。 

 それでは事務局の方より説明させていただきます。諮問書をご覧ください。 

これは松風幼稚園、多田グリーンハイツ内にございますが、廃園に伴う園区の設定につ

いてとなっております。松風幼稚園の廃園につきましては、川西市子ども子育て会議にお

きまして、平成２７年度から平成３１年度までの５年間の川西市子ども子育て計画(案)が

策定されておりまして、その中で松風幼稚園の廃園が計画されているところでございます。 

最短でも平成２９年度末の廃園が見込まれていることから今回諮問書を提出させていた

だいたところであります。 
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続きまして資料の説明に入らせていただきたいと思います。資料２及び３の図面をご覧

ください。資料２につきましては、川西市の中部と北部を掲載した図面となっております。 

松風幼稚園の隣接園区を示したものになります。資料３につきましては、松風幼稚園区

と多田幼稚園の位置関係を示させていただいたものになっております。両方を見比べてご

覧いただきたいのですが、資料２の真ん中に松風幼稚園がございます。資料３はその拡大

になっております。松風幼稚園の位置が資料２では緑色●でお示しさせていただいている

とおり、全園区緑色の●が各幼稚園の位置でございます。その中で隣接を見ていきますと、

松風幼稚園の下にある多田幼稚園になっております。左側が清和台幼稚園の園区になって

おります。北側、上に行きますと、東谷幼稚園。ななめ右上が牧の台幼稚園になっており

ます。それぞれ隣接の位置関係を見ていただけたらと思います。資料３ですが、松風幼稚

園ちょうど多田幼稚園と清和台幼稚園、同じような距離感でございますけど、資料３をご

覧いただきますと、松風幼稚園の斜め左側に青い線で斜め左側に示してございますが、先

ほどからもお話しがありましたように多田グリーンハイツ地区については高台に位置して

いると。考え方とすれば、松風幼稚園区のかたち部分がちょっと高くなっているとお考え

いただけたらと思います。そして左側に主要地方道川西篠山線という記載がございますけ

ど、ちょうどこれが川沿いになっておりまして、言わずと左側の隣接、清和台幼稚園区と

の谷筋になっているというようなイメージで平面図をみていただければと思います。次に

北側、上の方にまいりますと、松風幼稚園の北側ですが、清流台という表記があると思い

ます。ちょうどグリーンハイツ、水明台４丁目という表記がございまして、緑台中学校と

いう表記がございますが、そこまではある程度高台になってございまして、ここから清流

台というところが低くなっているというようなところです。続いて下の多田幼稚園という

ところですけど、これも松風幼稚園の園区、ちょうど真ん中、横に道路が走っていますが、

そこから下が下りに傾斜しているというところになっております。多田幼稚園に行くまで

は下の方に下がっていくんだというような平面図の見方でお願いをできたらと思います。

図面の見方は以上でございます。続きまして、資料の４をご覧ください。これは松風幼稚

園区と、廃園後の幼稚園区を表で示させていただいたものになります。表の左側が現行園

区、右側が新しい園区となっております。新しい園区の内容でございますが、これは松風

幼稚園が設立される前、昭和４９年設立でございますが、当該園区は、設立前は多田幼稚

園区であったことにより、新しい幼稚園区を多田幼稚園と示させていただいている表でご

ざいます。説明は以上でございます。 

 ありがとうございます。これは本日の頭出しで特に結論を出すということではございま

せんけれども、今回初めて示された議事でありまして、資料も初めて提出されたものでご

ざいます。まず資料についてご質問ございませんか。 

 この松風幼稚園廃園問題というのは昨年度１１月６日の子育て会議で案を示されたわけ

でございます。その間校区審議会は１２月、１月で、これで４回目か３回目になって時間

があるわけですが、今なぜこれが校区審議会に出てくるのか。そして今区域とかかそうい

う説明がありましたけど、なぜ松風幼稚園が廃園になるのかという前段の説明が全然なく

て、今説明されたように感じるわけですが。ここにいらっしゃる委員の皆さんが松風幼稚

園がなぜ廃園になるのかというのを知っておられる方もいらっしゃると思いますけど、そ

の前置きが無かったと。それから１１月６日からどういう動きがあったかなど、昨日ホー
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ムページにたくさんのこれに関する情報をアップされておられますけど、今の状況の中で

２９年云々という話がありましたが、現実的な市の考え方としては時期を明記されない表

現になっております。そういう前段の説明なくして、廃園区域はこうなるんだよというよ

うな説明は、乱暴かなという感じがするわけです。 

 その経緯の説明をお願いします 

 幼稚園の数ですね、廃止される学校の数がどれくらい、まわりがどれぐらいと。何の資

料もなかったら全くわからないのでね。それで協議というのは土台無理な話で、そんな幼

稚園のこと知らないですから、全く。もう少しゆっくりやって欲しい。 

 委員が言われたことと全く同じなんですが、実は平成４年か５年の時に松風幼稚園の廃

園いう話があり桜が丘幼稚園と。その当時桜が丘幼稚園の保護者が何とかしてほしいと言

うことで、桜が丘幼稚園は１年伸ばして、そのあと廃園になった。松風はそのまま現在に

至っているわけです。その時に入園数が問題になったんですね。桜が丘幼稚園は入園数が

３人か４人。実際には次の年に１名しかなく仕方ないから諦めました。松風幼稚園も少な

いということでしたが廃園になっていないですね。過去５年間、これからの５年間の推計

でもいいから出してもらわないと、現状はそこにあると思うんです。幼稚園児が少なくな

ってきているので廃園にするっていうのをまず第一の理由だと思うんですよね。子どもた

ちがたくさんいるのに廃園する言うのはおかしな話だからその数字を出さないと。 

 初め資料の方が少し不十分だったようで申し訳ございませんでした。今資料はないので

すが、説明させていただきます。また、公立幼稚園の在り方につきましては、川西市の子

ども子育て会議の方で議論いただいておりました。その計画の中で松風幼稚園については

廃園という案になっているところでございます。川西市内に関しましては公立幼稚園が９

園ございます。で、私立幼稚園が８園ございまして、川西市におけます幼稚園教育におき

ましては公共幼稚園と私立幼稚園が連携を図りながら進めてきた経緯がございます。昭和

４０年代の大規模開発の時に公立幼稚園の設立が間に合いませんで、私立幼稚園に来てい

ただいたという経緯から、川西におきましては公立幼稚園と私立幼稚園とで幼稚園教育を

進めてきたという経緯がございます。その中で現状としまして、公立幼稚園の園児数が相

当減っております。減って、平成２６年の数字でございますが約６００名ほど。一方で私

立幼稚園の方につきましては１７００名ほど。更に言いますと、市外の私立幼稚園に行か

れている方が６００名近くいらっしゃる。公立幼稚園がかなり小規模化しております。こ

の松風幼稚園でございますが、廃園とした主な理由でございますが、その前に、公立幼稚

園を今後どうしていこうかという方針ですが、公立幼稚園と公立の保育所とで認定こども

園化を進めていこうという方針がございます。その中で松風幼稚園が廃園となった理由で

ございますが、１つ目が園区内の園児数の減少でございます。推計を見てみますと、平成

３０年度には区内の４歳児が４０名を見込んでおります。この４０名のうち、私立幼稚園

に行かれる方もございますし、保育所に行かれる方もいらっしゃいますし、松風幼稚園に

来ていただく方もいらっしゃるという事で、過去３年の収園率からすると、４０名のうち

６名が松風幼稚園に入園されるだろうという推計。幼稚園教育につきましては学校教育で

すので、一定の集団規模が必要だということで、６名では少し集団教育が難しいのではな

いかということ。２点目が、松風幼稚園の園区内に私立幼稚園が２園ございますというこ

とと、３点目が、例えば法律で認定こども園化を図っていく方針ではございますが、松風
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幼稚園の相手方となる公立の保育園が地域内に無いというところを総合的に勘案しまし

て、松風幼稚園に関しては廃園案となったところでございます。ご指摘いただきました子

ども子育て計画の中では、廃園時期と言うのは明記しておりません。ただ、地域の方・保

護者の方への説明会、その後の協議のなかでは、事務局としては最も早くて平成２９年度

という説明をしておりましたが、ご意見等をいただく中で廃案時期につきましては今後協

議していくというところになっております。ただ、最短で２９年度ということでございま

すので、廃園後の園区につきましては協議いただいて、地域・保護者の方からも廃園にな

った場合、自分の園区はどこになるのかというようなご質問も多くいただいておりますの

で、廃園となった場合の園区についてもこの時期に協議いただきたいと思い諮問させてい

ただいた次第でございます。 

ふたば幼稚園が加茂幼稚園に統合されましたよね。平成２２年。でも園区は一緒だった

かな。 

 ふたば幼稚園と加茂幼稚園を統廃合しまして、今、加茂幼稚園となっているところでご

ざいます。それまでの経緯としまして、加茂幼稚園から独立というかたちでふたば幼稚園

が出来たという経緯がございますので、その時の統廃合につきましては元の加茂幼稚園の

園区に戻るというかたちとなっております。 

 事務局案でございますが、松風幼稚園が廃園となった場合につきましては、多田幼稚園

の園区に含めようという事務局案でございます。先ほど理由については説明させていただ

いたとおりですが、少しまとめて要旨として説明させていただきますと、近隣の幼稚園と

距離を比べた場合、地図上は左にあります清和台が少し距離が近いですが、地形の関係で、

ちょうど谷間になっておりますので、歩いていくにはかなり遠回りになります。かなり距

離が遠いということで、距離で言いますと多田幼稚園が近い所にございますということと、

松風幼稚園ができる前のグリーンハイツ地区の園区が多田幼稚園区とありましたので、以

前の園区に戻すということで事務局案としまして多田幼稚園区ということをあげさせてい

ただいております。 

 すいません。ふたば幼稚園のときは、加茂幼稚園に統廃合した時に、３年後にするとい

う話だった。川西で初めて。今回はどうなの。そういう話に全然触れてないけど。私立園

とのことがあると思うけどどうなってるのかな。保護者の方々もそういう希望が結構ある

わけですよね。こうなった時にどういうふうな。 

 幼稚園との関係でございます。先ほど説明させていただきましたように、これまで連携

して役割分担をしながら幼稚園教育を進めてまいりました。役割分担の一つが、ご指摘い

ただきました３歳児保育でございまして、基本的には３歳児保育については私立幼稚園の

方に担っていただくということで進めてまいりました。ただ、例外的に、公立幼稚園で３

歳児保育をしております幼稚園は、加茂幼稚園１園ございますが、こちらは近隣に私立幼

稚園がないということで３歳児保育をさせていただいております。今後の公立幼稚園にお

ける参加においた取組みでございますが、基本的な方針としましては公立幼稚園と公立保

育園で認定こども園化をしていく方針がございます。認定こども園化にあたりましては、

３歳児保育もそうですし、昼食の提供なんかも実施していく予定としています。そうなり

ますと、それまでの私立幼稚園との役割分担、担保をどうするのかというところでござい

ますが、１つは今回の松風幼稚園の廃園もなんですが、適正配置をまず考えていこうとい
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うことと、この４月から始まります新制度におきましては、最終的なかたちとしましては、

公立幼稚園、私立幼稚園、保育料が同じになってくるものと思っております。今現在、教

育委員会事務局が考えている保育料の案につきましても、すべての階層で、公立私立同じ

ということまでは至っておりませんが、約半分の所得の階層におきましては公立幼稚園と

私立幼稚園で保育料を合わせております。今後保育料を少し合わせていくかたちの中で公

立幼稚園・私立幼稚園で幼児教育を進めていきたいと考えています。 

 一括して県の補助金が市に託されて私立園に出す場合はそういうかたちになるけども、

従来どおりの私立園が県の補助金でやるのではないのでは。 

 ご指摘のとおり新制度が始まりますが、私立幼稚園としては選択肢が２つございまして、

新制度に移られる園、従来どおりの制度でいかれる園に分かれてきます。私が説明させて

いただいたのは新制度に移る園が対象ではございますが、国の大きな方針としましては新

制度の方に最終的にはすべての保育園、幼稚園が入ってくるというような流れでございま

すので、当面は旧制度に残られる幼稚園につきましては少し状況が異なってまいりますが、

長期的な視点で見るとすべて同じ枠組みの中に入って、保育料も公立・私立が同一になっ

てきてというようなことだと考えております。 

 今の説明は、誤解を招きそうな説明で、全然知らない人が、聞いていたら、実際は違う

わけやから。幼稚園の理事長でやっているから分かるけども、誤解するような説明したら

困るんです。本来の松風幼稚園のことは、入園児の数を教えて欲しいなと、過去５年間・

将来的な５年。それを次回の時に出してもらえたらありがたい。 

 資料につきましては次回ご案内させていただきます。 

 なんだって早めに動いてね。このままじゃ難しい。 

その廃園になる前の園区をどうするかということをこちらが審議するということです

ね。子ども子育て会議でどういう理由でこういう案件が出てき、どういう資料を基にどう

いう議論がされたのか。そういうことも、バックグラウンドとして、この場で議論すると

いう事じゃないかもしれないですけど、おそらく我々の方も抑えておく必要があるんじゃ

ないかと。 

 幼稚園の廃園を含みます再編プランにつきましては次回資料の方で説明させていただき

ます。また資料の配布の方も少し早い時期にお渡しさせていただいて、見ていただくよう

に進めてまいります。 

 私も経緯というか、初めて知ったもので、数字的なものも含めてなんですけど、子ども

子育て会議ですか。資料を。 

 資料等はやっぱりいただきたいなと思います。もう一つ、松風幼稚園のところから多田

幼稚園の方に、今幼稚園の方は登園降園が保護者と歩いてくるというようなかたちになっ

ているんですけど、本当に多田幼稚園のあの坂をあの細い道をね、保護者と一緒に来れる

のかなと。校区が変わって、実際の所危なくて仕方がないんじゃないかということ。登園

の仕方についても、それこそ連れて来て良いのか、車で途中のところまで送って良いのか

とか、そのあたりのことも考えていかないと、やっぱり単に園区をこうするというのは言

えないんじゃないかなと思っています。 

 今委員がおっしゃったとおりだと思います。それが表面化して、松風幼稚園の近くのお

母さん、保護者が４歳児を連れて歩いていく。往復で２時間かかると。じゃあ帰りはどう
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なるのか。これをお昼の忙しい時に迎えに行くというような問題も現実には出ておる。そ

ういうことを含めまして、足の問題については要望しているところですが、色々と市内の

ルールがあるようです。 

 こういう場合は経過がないんですよ。当たり前になっているけど、実際にはこうですよ

という説明がないとわからない。本当に厳しいですよね、場所的に。 

１月に文科省から小学校・中学校の統廃合に関する手引きが通知されたということで、

幼稚園に関してはないのですか。 

 存じ上げておりません。ただ、幼稚園の規模に関しましては、先ほど言いましたが学校

教育ですので、一定の規模が必要だろうということで。例えば文部科学省の研究会なんか

では２０人程度は必要だろうというような研究の報告等が出ています。 

 公立の保育所が川西には８園ございます。民間の保育所等のデータ、今持ち合わせてお

りませんので次回提示させていただきたいと思います。 

この案件につきましては、次回資料を基に議論するということでよろしいでしょうか。

さて、議事の３点目その他でございます。 

これは次回の第７回の川西市中学校校区審議会の日程についてでございますが、４月の

中旬から下旬に開催するという事を考えております。これにつきましてはですね、事務局

と調整したうえで改めてご連絡させていただきます。他に委員各位からなにかございませ

んか。それでは、本日はこれをもちまして閉会とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

 


